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要旨

本稿では，わが国の財政データを用いて，国と都道府県における歳入と歳出の構造に関す
る因果性分析を行った．その結果，国レベルでは，歳入と歳出の間に長期・短期，名目・
実質・GDP比データを問わず institutional separation仮説が支持され，都道府県レベル
では，名目データについては短期的に fiscal synchronization仮説が，経済成長の影響を考
慮したGDP比データについては短期・長期ともに spend-tax仮説が支持された．

JEL classification: H50, H72

Keywords：Tax-spend debate, central and local governments, Granger causality, error

correction model

1 はじめに
1980年代のアメリカの財政赤字を契機として，政府における歳入と歳出の因果関係に
関する実証研究が蓄積されてきた．そこでは，歳入と歳出の間の因果性の有無と方向に
関する 4つの仮説について，その妥当性が統計的に検証されている．この一連の研究は，
government expenditure-government revenue nexus (Joulfaian and Mookerjee (1990))ま
たは tax-spend debate (Payne (1998))と呼ばれる．
財政赤字を抱える政府は，歳入と歳出のどちらのコントロールを重視して財政再建を進
めるかの選択に迫られる．tax-spend debateは財政赤字を生み出す歳入と歳出の長期的な
関係性に着目し，この問題に対して実証的示唆を与えるものである．例えば，歳入から歳
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出への因果性があり，その影響が正である場合は，単なる増税による財政再建は適切な方
法ではないと思われる．
初期の tax-spend debateが対象としたのは，財政赤字が深刻化する 1980年代のアメリ
カであったが，その後の研究ではアメリカ以外の国々にも対象を広げていった．政府レ
ベルについては，国を対象とするものと地方を対象とするものの両方が存在する．さら
に，分析手法については，Grangerの因果性検定の適用をベースとしながらも，研究ごと
に対象とする国，政府レベル，分析方法，時系列モデルの定式化，データの集計方法，対
象期間等に違いが見られる．このように分析に関して多様性があることから，tax-spend

debateに関する先行研究は多数に及ぶ．
わが国では，地方分権論の高まりを背景として，1990年代から地方財政を対象とした
歳入と歳出の因果関係に関する実証研究が行われるようになった．これらの研究は，わ
が国の財政システムが集権的であるか分権的であるかを明らかにしようとしていること
と，国と地方の財政関係に着目し歳入を項目別 (地方税，地方交付税等) に分割して分析
していることを特徴としている．また，高橋 (2008)や近藤 (2010)のようにパネルデータ
分析を行ったものもある．一方，国家財政を対象としたものとしては，Ihori et al. (2001)，
Doi and Ihori (2002, 2009) のように，国家財政と地方財政の関係を動学ゲームで表現し
て，そこから導かれる変数間の因果関係を実証するという手法をとった研究があるほか，
平井・野村 (2001)や平井 (2010)のように誤差修正モデルを当てはめて短期と長期の因果
関係を分析した研究がある．
ところで，先行研究では，歳入変数と歳出変数として，名目データ，実質データ，GDP

比データがよく用いられている．海外では，インフレーションを考慮する場合には実質
データが用いられ，経済成長の影響を考慮する場合にはGDP比データが用いられている．
一方，Baghestani and McNown (1994)は，政治家が関心を持つ，あるいは，政治的な議
論において焦点となる名目データを用いて分析することが適切であるとしている．した
がって，政府の歳入と歳出に関する意思決定の構造を捉えようとする場合には，名目デー
タを用いた因果性分析を行う必要があるように思われる．しかしながら，わが国では，都
道府県財政に関して名目データを用いて因果性分析を行った研究はあるものの，国家財政
に関する同様の研究は見当たらないようである．
そこで，本稿では，わが国の国家財政 (以下，国レベル) と集計した都道府県財政 (以
下，都道府県レベル) の両者を対象とし，わが国の政府の歳入と歳出に関する意思決定の
構造を明らかにすることを目的として，名目データを用いた歳入と歳出に関する因果性分
析を行う．さらに，実質データとGDP比データを用いた同様の分析も行い，名目データ
を用いた分析結果と比較する．分析手法としては，歳入と歳出に対してそれぞれ単位根検
定と共和分検定を行い，各変数のデータ生成過程 (data generation process, DGP)を明ら
かにした上で，Grangerの因果性検定を行うという手順を採用する．
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本稿の構成は，以下のとおりである．第 2節では，tax-spend debateに関する先行研究
を整理する．第 3節では名目データによる実証分析を行い，第 4節では実質データとGDP

比データによる分析を行う．第 5節ではまとめと今後の課題について述べる．

2 先行研究と本稿の位置付け
tax-spend debateは，政府における歳入と歳出の間の因果性の有無と方向に関する 4つ
の仮説について，その妥当性を統計的に検証することを目的とし，対象とする国，政府レ
ベル，分析方法，時系列モデルの定式化，データの集計方法，対象期間等による違いから
多数の先行研究がある．ここでは，tax-spend debateにおける 4つの仮説について説明し，
1980年から 2002年までの包括的なサーベイである Payne (2003)の要点を整理した上で，
先行研究のレビューを海外と国内に分けて行い，本稿の位置付けを明確にする．

2.1 4つの仮説

tax-spend debateにおいて検証される仮説は，歳入から歳出への因果性がある場合に対
応する tax-spend仮説，歳出から歳入への因果性がある場合に対応する spend-tax仮説，
歳入と歳出の間に両方向の因果性がある場合に対応する fiscal synchronization仮説，歳入
と歳出の間に因果性がない場合に対応する institutional separation仮説の 4つである．ど
の仮説が支持されるかを明らかにすることは，財政再建に対する示唆を与えるとともに，
政府の歳入と歳出に関する意思決定の構造を解明することにもつながる．ここでは，これ
ら 4つの仮説について説明する．

2.1.1 歳入から歳出への因果性がある場合

1つ目は，歳入が変化することにより歳出が変化するという tax-spend仮説である．こ
の仮説は，歳入から歳出へのGrangerの意味での因果性が観察されることによって支持さ
れる．この仮説の理論的背景としては，Buchanan and Wagner (1977)とFriedman (1978)

があり，両者は理論に対応する因果の方向は同じであるものの，影響の正負は異なる．
Friedman (1978)は，財政赤字を減少させることを目的とした増税はかえって歳出を増
加させるだけであるという議論を展開した．彼の主張が正しいとすれば，歳入 (税収) か
ら歳出への因果性があり，その影響は正となる．
一方，Buchanan and Wagner (1977)は，政府が直接税以外の手段 (間接税や公債) で資
金調達するウェイトが増すと，投票者に財政錯覚 (fiscal illusion) を生じさせ，公共サー
ビスの単位あたり費用負担 (租税価格) を低く知覚させるとした．したがって，直接税の
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増税による歳入の増加は，投票者が知覚する租税価格を上昇させるため，歳出が減少す
ることになる．このように，Buchanan and Wagner (1977)のいう財政錯覚があるならば，
歳入 (税収) から歳出への因果性があり，その影響は負となるかもしれない．
したがって，Payne (2003)が指摘するように，tax-spend仮説が支持される場合には，
歳入 (税収) から歳出への影響が正であるか負であるかを明らかにすることにより，どち
らの理論が妥当するかを確認する必要がある．

2.1.2 歳出から歳入への因果性がある場合

2つ目は，政府があらかじめ歳出を決定した後で，その計画を実行するために必要な歳
入を調整するという spend-tax仮説である．この仮説は，歳出から歳入への Grangerの
意味での因果性が観察されることによって支持される．この仮説の理論的背景としては，
Barro (1979)と Peacock and Wiseman (1979)がある．
Barro (1979)は，公債の中立命題を議論する中で，人々が公債発行による歳出の増加を
将来の増税と認識して合理的に行動すると想定した．人々がこのように行動するならば，
歳出から歳入 (税収) への因果性が観察されることになる．
一方，Peacock and Wiseman (1979)は，戦争等の危機的状況に際して歳出が一時的に
増加すると，平時に戻っても歳出は元の水準に戻らず，その財源が恒常的な増税により手
当されることを主張した．彼らの主張も，歳出から歳入 (税収) への因果性を支持するも
のである．

2.1.3 歳入と歳出の間に両方向の因果性がある場合

3つ目は，歳入と歳出の間に両方向のGrangerの意味での因果性が観察される場合に対
応し，歳入と歳出が同時に決定されるという fiscal synchronization仮説である．この仮説
の理論的背景として挙げられるのは，Musgrave (1966)とMeltzer and Richard (1981)で
ある．Musgrave (1966)は，政府が社会的欲求 (social wants) を充足させるとき，そのた
めに充てられる財源の機会費用を考慮する必要があると主張している．また，Meltzer and

Richard (1981)は，中位投票者モデルを用いて，政府規模の決定要因を理論的に探り，所
得格差の拡大が政府規模を拡大すること等を明らかにしている．
一方，von Furstenberg et al. (1986)は，fiscal synchronization仮説について，パレー
ト効率的な政策が決定されるか，または，公共選択論における集合的選択により政策が
決定されるかに関わらず，歳出の変化と歳入の変化が同時に起こりバランスすることであ
ると説明している．また，彼らは，同仮説について，Barro (1979)の tax-rate smoothing

modelを適用して，現在価値レベルで歳入と歳出が同時決定するという解釈も与えている．
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しかしながら，Grangerの因果性は，歳出 (歳入) の過去の値を用いることにより歳入
(歳出) の予測が改善されるかどうかに基づいて定義されることから，上記の同時決定の
議論と直接的に対応しているかどうかに関しては注意を要する．

2.1.4 歳入と歳出の間に因果性がない場合

最後は，歳入と歳出の間にGrangerの意味での因果性が観察されない場合に対応する
institutional separation仮説である．Baghestani and McNown (1994)はアメリカを対象
として歳入と歳出の間にGrangerの意味での因果性が観察されないことを示し，これに
対応する仮説として，政府における予算配分と課税の機能が制度的に分離しているとする
institutional separation仮説を提案した．
Baghestani and McNown (1994)等の先行研究では，この仮説の理論的背景として，Wil-

davsky (1964, 1988)を挙げている．Wildavsky (1964, 1988)は政治学ないしは行動科学の
立場からアメリカの予算編成過程を研究し，予算編成においてその手続きを簡略化するた
めに前年度までの実績をもとに予算を少しずつ上積みしていく増分主義 (incrementalism)

を主張している．わが国においては，野口他 (1977)が歳入と歳出の構造方程式を推定す
ることにより，わが国の予算編成過程において増分主義が妥当することを明らかにして
いる．

2.2 Payne (2003)によるサーベイ

tax-spend debateに関する包括的なサーべイとしては Payne (2003)があり，1980年か
ら 2002年までの 55論文を対象としている．このサーベイの要点は以下のとおりである．
なお，詳細は同論文を参照されたい．

1. 主要な欧米諸国を対象とした研究が多く，環太平洋諸国 (アメリカを除く) ，中東諸
国，移行経済諸国を対象とした研究は少ない．

2. Grangerの因果性検定が適用されている．初期の研究では歳入と歳出からなる二変量
のVARモデルが用いられたが，その後のいくつかの研究では omitted variable bias

に対応するため，歳入と歳出にGDP等を加えた多変量のVARモデルの推定が行わ
れるようになった．1980年代後半からは，データの非定常性を考慮して，二変量・
多変量の誤差修正モデルの推定が行われるようになった．

3. 政府の意思決定に影響を与えるような regime shiftを考慮した研究が少ない．また，
特定の国を対象とした研究の中で，制度的要因や予算編成過程に関する詳細な議論
をしているものが少ない．

5



4. 地方レベルを対象とする場合，制度・法律による財政赤字の抑制および上位政府か
らの補助金を考慮すべきである．

2.3 海外の先行研究

2002年以降の海外の先行研究は表 1のようにまとめられる．Narayan (2005)は，アジ
ア諸国 (インド，インドネシア，マレーシア，ネパール，パキスタン，フィリピン，スリラ
ンカ，タイ，シンガポール) を対象として，政府の歳入と歳出に関して因果性分析を行い，
国によって異なる結果を得ている．これに対して，Chang and Chiang (2009)は，OECD

に加盟する 15ヶ国 (オーストラリア，オーストリア，ベルギー，カナダ，デンマーク，フィ
ンランド，フランス，ドイツ，アイルランド，イタリア，韓国，オランダ，スイス，イギ
リス，アメリカ)を対象としたパネル分析を行い，fiscal synchronization仮説を支持する
結果を得ている．
分析手法に関して最近の研究では，TAR (Threshold Autoregressive)モデルとMTAR

(Momentum Threshold Autoregressive)モデルを適用して，長期均衡への非対称な調整過
程を考慮した分析が行われている．例えば，Ewing et al. (2006)，Payne et al. (2008)，
Young (2009)，Zapf and Payne (2009)，Saunoris and Payne (2010)がある．このうち，
Ewing et al. (2006)ではアメリカ，Saunoris and Payne (2010)ではイギリスを対象とし
て，歳入と歳出が長期均衡に向けて非対称に調整されることが示されている．
Payne (2003)は tax-spend debateにおいて regime shiftを考慮した研究が少ないとして
いるが，Payne et al. (2008)はトルコを取り上げ，Gregory and Hansen (1996)に基づい
て構造変化も考慮した分析を行い，非対称性は確認できなかったが tax-spend仮説を支持
する結果を得ている．一方，Saunoris and Payne (2010)は，Zivot and Andrews (1992)

による単位根検定を採用し構造変化を考慮した上で，イギリスでは spend-tax仮説が成り
立っているとしている．
地方レベルを対象とした研究としては，Zapf and Payne (2009)とWesterlund et al.

(2009)があり，どちらもアメリカの州政府と地方政府を対象としている．前者はTARモ
デルとMTARモデルを適用して歳入と歳出の長期均衡への調整過程が対称であり，spend-
tax仮説が成立していることを明らかにしている．後者は実質化した一人当たりのデータ
を用いてパネル分析を行い，補助金や債務残高等の歳入と歳出以外の変数も考慮してい
る．この研究では，長期，短期ともに tax-spend仮説を支持する結果が得られており，歳
入制約の下で歳出の意思決定がなされているとの解釈を与えている．

表 1を挿入
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2.4 わが国の先行研究

次に，国内の先行研究のサーベイを行う．その要約は表 2，3のとおりである．ただし，
本稿と関係のある結論に絞ってまとめている．
表 2，3をみると，わが国では，国レベルよりも地方レベルを対象とした研究が多いこ
とがわかる．Payne (2003)は地方レベルを対象とする場合には補助金や地方債を考慮す
る必要性があることを指摘しているが，わが国の多くの研究でもこれらを考慮した分析が
行われている．最近の研究では，近藤 (2010)が，歳入サイドの変数として地方税のほか，
地方交付税，国庫支出金，地方債を用い，歳出サイドの変数として歳出総額を用いて，都
道府県パネルデータにより五変量VAR モデルを推定してGrangerの因果性分析を行って
いる．その結果，全サンプルを用いた分析では spend-tax仮説が支持される結果が優勢で
あるものの，バブル崩壊の前後で分けたサブサンプルを用いた分析では，バブル崩壊前は
弱いながらも tax-spend仮説が支持され，バブル崩壊後は spend-tax仮説が支持されてい
る．このことから，地方税ばかりではなく，政府間財政移転や地方債によるファイナンス
に対する地方財政の依存度が高まった可能性があるとの結論を導き出している．
Payne (2003)は制度的要素や予算編成過程に関する詳細な議論を行っている研究が不
足していることを指摘しているが，Ihori et al. (2001)，Doi and Ihori (2002, 2009)はそ
れに応えるものとして位置づけることができる．これら一連の研究では，わが国の国家財
政と地方財政の関係を動学ゲームで表現して，そこから導かれる変数間の因果関係を実
証するという手法がとられている．この分析により，Ihori et al. (2001)とDoi and Ihori

(2002)は，わが国の財政赤字が local interest groupのフリーライドによって悪化したと
いう結論を導き出し，Doi and Ihori (2009)は，同様の手法により，わが国の地方政府が
ソフトな予算制約に直面していることを明らかにしている．
また，国レベルを対象にした研究としては，平井・野村 (2001)と平井 (2010)が挙げら
れる．平井・野村 (2001)は国の一般会計を対象とした研究である．一方，平井 (2010)は
SNAにおける一般政府を対象とし，近年，海外において適用されている非対称な誤差修
正モデルに基づくGrangerの因果性検定を行っている．その結果，短期における両方向の
因果性を検出し，さらに，長期均衡への調整過程は非対称で，財政が悪化しているときの
み，歳入と歳出がともに長期均衡に向かって調整されることを明らかにしている．
１節で述べたように，歳入と歳出に関する因果性分析においてよく用いられるのは，名目
データ，実質データ，GDP比データの 3つである．海外の先行研究では，Darrat (2002)の
ように，インフレーションを考慮する場合には実質データが用いられ，Payne et al. (2008)
や Zapf and Payne (2009)のように，経済成長の影響を考慮する場合にはGDP比データ
が用いられている．一方，Baghestani and McNown (1994)は，政治家が関心を持つ，あ
るいは，政治的な議論において焦点となる名目データを用いて分析することが適切である
としている．また，Miller and Russek (1990)は，総需要に影響を与えるのは実質変数で
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あるとしながらも，予算のほとんどは名目タームで編成され，名目変数が公債残高を決定
すると述べ，名目データと実質データの両方を用いた分析を行っている．
このように，歳入と歳出に関する意思決定構造を捉えようとする場合には，名目データ
を用いた因果性分析を行う必要があるように思われる．しかしながら，わが国では，都道
府県レベルに関しては，Doi (1998)や近藤 (2010)のように，名目データを用いて因果性
分析を行った研究はあるものの，国レベルに関する同様の研究は見当たらないようであ
る．国レベルを対象とした研究のうち，平井・野村 (2001)，Doi and Ihori (2009)，平井
(2010)は実質データを用いた分析を行っており，Ihori et al. (2001)，Doi and Ihori (2002)

はGDP比データを用いた分析を行っている．
そこで，本稿では，わが国の政府の歳入と歳出に関する意思決定の構造を明らかにする
ことを目的として，名目データを用いた歳入と歳出に関する因果性分析を行う．分析対象
は，わが国において未だ名目データを用いた分析がなされていない国レベルのほか，都道
府県レベルとする．なお，都道府県レベルの分析では，都道府県財政を集計したデータを
用いる．わが国の先行研究において，集計した都道府県財政を対象とした研究としては
平井 (2002)があるものの，やはり実質データを用いた分析である．以下では，まず，名
目データによる実証分析を行い，引き続き，実質データ，GDP比データを用いた分析も
行って両者を比較し，わが国の政府部門の意思決定の構造を明らかにする．

表 2と表 3を挿入

3 名目データによる実証分析

3.1 データセット

はじめに，本稿で扱うデータについて説明する．国レベルでの分析では，財務省『財
政統計』の決算ベースにおける 1955年度から 2008年度の歳入，歳出，公債金収入，国債
費，地方交付税交付金を用いる．都道府県レベルでは，総務省『地方財政統計年報』の決
算ベースにおける 1955年度から 2007年度の歳入，歳出，地方債，公債費 (目的別)デー
タを扱う．両者の分析期間に違いがあるのは，データの入手可能性による．各変数は 10

億円単位に変換してから自然対数をとっている．なお，都道府県レベルの公債費のデー
タについては目的別と性質別があるが，ここでの分析上，地方債の発行手数料や割引料
等，地方債発行に伴うすべての経費が計上される公債費 (目的別) データの方が理論的に
好ましいと考えられる．ただし，公債費 (目的別)と公債費 (性質別)の相関はほぼ 1であ
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り，どちらを用いても結果に影響はないと思われる．歳入と歳出の構造を分析するために
国レベルでは，国歳入−公債金収入をCGR，国歳出−国債費をCGE1，一般歳出 (国歳
出−国債費−地方交付税交付金)を CGE2として，CGRと CGE1(国レベル 1)，CGR

とCGE2(国レベル 2)の関係を分析する．歳出面の違いにより両者の関係が異なるかどう
かを調べる．都道府県レベルでは，地方歳入−地方債 (LGR)と地方歳出−公債費 (目的
別)(LGE)の関係を分析する．表 4にこれらの変数の基本統計量をまとめてある．

表 4を挿入

図 1から図 5は，CGR (国歳入−公債金収入)，CGE1 (国歳出−国債費)，CGE2 (一
般歳出 (国歳出−国債費−地方交付税交付金))，LGR (地方歳入−地方債)，LGE (地方
歳出−公債費 (目的別))の水準のグラフである．いずれのグラフからも各変数がトレンド
を持っていることが示唆される．したがって各変数間の因果構造を分析する前に，各変数
のトレンドが確率トレンドであるのか確定的トレンドであるのかを検定する必要がある．

図 1から図 5を挿入

3.2 単位根検定および共和分検定

各データのデータ生成過程 (DGP)を探るために単位根検定を行う．ここでは，まず蓑
谷 (2007, pp.598-599, 図 13.6)のDGPを探るフローチャートに従い，5つの変数のDGP

を探ることにする．
はじめに以下のモデルを考える．

△xt = µ+ αt+ δxt−1 +
p−1∑
l=1

δl△xt−l + νt (1)

ただし，νt ∼ i.i.d.(0, σ2
ν)とする．帰無仮説を δ = 0，対立仮説を δ < 0としてDickey and

Fuller (1979)により提案されたADF検定による単位根検定を行う．表 5の第 3列の各変
数の水準に対する箇所を見ると，すべての変数に対して帰無仮説が棄却できないことがわ
かる．したがって，単位根過程であるという帰無仮説が受容されることがわかる．
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表 5を挿入

次に，F 値タイプの検定を用いて，帰無仮説α = δ = 0を検定する．この帰無仮説に対
する尤度比統計量の漸近分布とその表は Dickey and Fuller (1981)に与えられている．よ
り細かい漸近分布の表は，蓑谷 (2007, p.596, 表 13.3(b))に与えられている．F 値タイプ
の検定統計量は

F3 =
(SSRR− SSRU)/2

SSRU/(T − p− 2)

となる．ただし，SSRRは△xtを µ,△xt−1, · · · ,△xt−p+1に回帰したときの残差平方和，
SSRU は無制約で回帰したときの残差平方和である．表 6より，CGR(国歳入−公債金
収入)と LGR (地方歳入−地方債)は 1%で，CGE1 (国歳出−国債費)と LGE (地方歳
出−公債費 (目的別))は 5%で，CGE2 (一般歳出 (国歳出−国債費−地方交付税交付金))

は 10%で有意な結果となっている．このときDGPの可能性は

1. δ ̸= 0, α = 0

2. δ = 0, α ̸= 0

3. δ ̸= 0, α ̸= 0

の 3通りであるが，δ = 0が既に受容されているので，いずれの変数も

xt = µ+ αt+ xt−1 +
p−1∑
l=1

δl△xt−l + νt (2)

の可能性があると判断される．

表 6を挿入

上記の検定以外に，定数項のみのモデルとトレンド項を含めたモデルに対して，ADF

検定，PP検定，KPSS検定を行う．PP検定とKPSS検定はそれぞれPhillips and Perron

(1988)とKwiatkowski et al. (1992)により提案されている．ADF検定と PP検定は帰無
仮説が単位根過程であるが，KPSS検定は帰無仮説が定常過程である．なおADF検定を
行う際には，ラグ次数は BICによって決定した．表 5に各検定による結果をまとめてい
る．トレンドモデルに対するADF検定と PP検定は，いずれの変数においても，水準の
単位根仮説は受容され，1階差分の単位根仮説は有意水準 1%で棄却される．また，KPSS

検定についてみてみると，トレンドモデルを採用するとどの変数においても，水準のトレ
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ンド定常仮説は有意水準 1%で棄却され 1階差分のトレンド定常仮説は受容される．よっ
て，どの検定結果に従うにしても，DGPが (2)式に従うと判断してよさそうである．な
お，定数項のみのモデルを採用した場合にはDGPの判別がつかない．各変数の 1階差分
のグラフを図 6から図 10に示す．期間の前半と後半で変化率が異なっていることは明白
であるが，これらがトレンド定常か構造変化を持つのかは明らかではない．単位根検定の
際に構造変化を考慮することやサンプルを前半と後半に分けて単位根検定を行うことも
考えられるが，サンプル数が多くないため，ここでは構造変化については考慮しないこと
とする．よって，各データのDGPは (2)式のようなトレンドをもつ I(1)過程として分析
をすすめる．

図 6から図 10を挿入

注意 1: 図 11から図 15に 2階差分のグラフを示しておく．単位根検定を行うに際し定数
項モデルを採用した場合，2階差分をとることにより定常過程となることが，表 5や図 11

から図 15をみることによりわかる．しかしながら，定数項モデルとトレンドモデルのい
ずれが単位根検定におけるDGPとして適切か吟味する必要があり，ここではそのために
F 値タイプの検定を行っている．

図 11から図 15を挿入

次に，各変数間に共和分関係があるかどうかを調べるために，Engle and Granger (1987)

によって提案された Engle-Granger検定を行う．定数項モデルの場合は，

xt = α0 + α1yt + ηt

を，トレンドモデルの場合は，

xt = α0 + α1t+ α2yt + ηt

をOLS推定し，残差 η̂tを得る．ただし，ηt ∼ i.i.d.(0, σ2
η)である．残差系列の定常性を以

下のモデルに基づいて検定を行う．

△η̂t = (ρ− 1)η̂t−1 +
p−1∑
l=1

δl△η̂t−l + vt
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ただし，vt ∼ i.i.d.(0, σ2
v)である．帰無仮説は ρ = 1であり，共和分関係がないことを意味

する．なおラグ次数はBICで選択することとする．検定統計量は以下の 2種類を用いる．

τ̂ =
ρ̂− 1

se(ρ̂)

ẑ =
T (ρ̂− 1)

(1−∑
l δ̂l)

ただし，se(ρ̂)は ρ̂の標準誤差のOLS推定量である．ここでは，国レベル 1として，CGR

(国歳入−公債金収入)とCGE1 (国歳出−国債費)，国レベル 2として，CGR (国歳入−
公債金収入)とCGE2 (一般歳出 (国歳出−国債費−地方交付税交付金))，都道府県レベ
ルとして，LGR (地方歳入−地方債) と LGE (地方歳出−公債費 (目的別)) の間の共和
分関係の分析を行う．各共和分検定は二変量モデルに対して行われるので，各組合せにつ
いて従属変数を入れ替えて 2度ずつ検定を行うこととする．結果は表 7にまとめてある．
この表から，都道府県データ，トレンドモデル，z統計量は帰無仮説を 5%有意水準で棄
却し，都道府県データ，トレンドモデル，τ 統計量は LGRを被説明変数とした場合のみ
10%で有意である．その他は帰無仮説を受容する．都道府県レベルについては少し検討
する必要がある．定数項モデルでは共和分関係がないという帰無仮説を棄却できないこと
と，トレンドモデルにおいても τ 統計量では被説明変数を入れ替えると検定結果が変わる
ことから共和分関係はないものと判断する．以上の結果から，ここでは各組合せにおいて
共和分関係はないものとして分析をすすめる．

表 7を挿入

共和分関係がないという結論が出たので，差分VARモデルを考えてGrangerの因果性
分析を行う．

3.3 Grangerの因果性検定

前節までの分析で各変数はトレンド項をもつ I(1)過程，つまり，各変数のDGPは (2)

式であり，国・都道府県に関係なく歳入と歳出の間に共和分関係はないと結論づけられた．
よって，以下のトレンドモデルに基づいてGrangerの因果性検定を行う．

△zt = µ+ γt+
p−1∑
l=1

Φl△zt−l + εt (3)
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ただし，zt = (xt, yt)
′は 2次元ベクトル, µ, γは 2次元の係数ベクトル, Φlは 2× 2の係数

行列，εt = (ε1t, ε2t)
′ ∼ i.i.d.(0,Σε)とする．ここで，yから xへのGrangerの意味での因

果性がない，yt
G

̸→ xt，を帰無仮説とする検定を考える．つまり，

H0 : Φl,12 = 0 l = 1, · · · , p− 1

H1 : いずれかの lについて Φl,12 ̸= 0

である．ただし，Φl,12はΦlの (1,2)要素である．Wald統計量は以下で与えられる．

Wald =
(SSRR− SSRU)

SSRU/(T − 2p)
a∼ χ2(p− 1).

ただし，SSRUは△xtを µ1, t,△xt−1, · · · ,△xt−p+1に回帰したときの残差平方和，SSRU

は無制約で回帰したときの残差平方和である．つまり，Wald統計量が漸近的に自由度
(p− 1)の χ2分布に従うことを利用して，検定を行うことができる．
表 8にGrangerの因果性検定の結果をまとめている．ラグ次数がGrangerの因果性検定
に影響を与えることはよく知られているが，どのように設定するべきかについては決まっ
た方法はないように思われる．実際には検定もしくは情報量基準によりモデル選択を行
う場合が多いが，Ram (1988)では年次データの場合，ラグ次数は 3と 4を提案している．
しかし本来のGrangerの意味での因果性の定義によると，ある変数の過去の値が他方の
将来の値の予測に役に立つかどうかということしか言及しておらず，特定のラグ次数にこ
だわる必要は必ずしもないように思われる．そこで本稿では，自由度を考慮しラグ次数が
1から 5までのモデルについて検定を行った．これによりある程度頑健な結果が得られる
と予想される．表 8によると，トレンドモデルを考えた場合に，国レベルでは歳出の定義
によらずGrangerの意味での因果性は観察されないが，都道府県レベルではラグ次数を 2

以上とすると有意水準は 1%から 10%とケースにより異なるが短期のダイナミクスを通
じて両方向のGrangerの意味での因果性が検出された．

表 8を挿入

3.4 解釈

国レベルでは，共和分仮説が棄却され，歳入と歳出の線型結合に経済学的な意味がな
いことがわかった．このことから，歳入と歳出は長期均衡関係にないことが示唆される．
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さらに，短期における歳入と歳出の因果関係については，地方交付税交付金を歳出から
除去するかどうかに関係なく検出されなかった．以上から，国レベルでは，長期的と短期
的を問わず，歳出と歳入の意思決定が制度的に独立して行われているという institutional

separation仮説が強く支持される．
都道府県レベルでは，国レベルと同様に共和分仮説が棄却された．したがって，歳入と
歳出は長期均衡関係にないと解釈される．しかし，(3)式に基づくとGrangerの意味での
因果性が両方向に検出された．これは短期的には歳入と歳出の過去の値が将来の値に影
響を与えていること，つまり，互いの過去の変化率が将来の変化率を決める 1つの決定要
因になっていることを示唆しており，fiscal synchronization仮説が支持される．この結果
は，都道府県レベルの名目データを用いた分析であるDoi (1998)と近藤 (2010)と整合的
である．
ところで，Doi (1998)は，わが国の地方財政において，歳入は国が集権的に決定し，歳
出は地方が分権的に決定しているとした上で，歳入と歳出の間の因果性の有無と方向に関
して通常の tax-spend debateと異なる解釈を与えている．すなわち，tax-spend仮説が支
持される場合は地方財政の運営が集権的であり，逆に，spend-tax仮説が支持される場合
は地方財政の運営が分権的であるとの解釈がなされている．また，fiscal synchronization

仮説が支持される場合は地方財政が中央政府の統制 (control)と地方政府の要求 (request)

により運営されていると解釈し，institutional separation仮説が支持される場合は中央政
府による歳入の決定と地方政府による歳出の決定が独立に行われていると解釈している．
この解釈の下，Doi (1998)は，分析期間や分析方法は異なるものの，名目データを用いた
都道府県レベルに関する因果性分析を行い，本稿と同じ fiscal synchronization仮説を支持
する結果を得ている．
本稿では，前述のとおり，名目データを用いた都道府県レベルに関する分析で，歳入と
歳出が共和分関係にないことを明らかにした．これは，Doi (1998)の解釈が前提としてい
るように，中央政府が歳入を決定し，それとは別に地方政府が歳出を決定しているため，
歳入と歳出が長期均衡関係にないことを示唆している可能性がある．しかし，Doi (1998)

は Toda and Yamamoto (1995)に基づくGrangerの因果性検定を行っているため，因果
性について短期と長期の区別ができない．また，都道府県パネル分析を行った近藤 (2010)

は歳入総額と歳出総額に関して両方向の因果性を検出しているが，共和分検定がなされて
いない．
以上のように，国レベルと都道府県レベルにおいて検出された短期の因果関係がまった
く異なるということは，非常に興味深いと思われる．これは，国と地方で，歳入と歳出の
決定メカニズムが (短期においてではあるが)異なっている可能性を示唆している．
次節で，GDP比による歳入と歳出の関係，実質データによる歳入と歳出の関係を分析
することにする．
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4 GDP比・実質データによる実証分析
本節ではGDP比データと実質データによるGrangerの因果性分析を行う．GDP比デー
タを扱う理由は，マクロ経済活動をコントロールすることによって，歳入と歳出の間の因
果関係がどう変わるかを確認するためである．同様に，先行研究でしばしば用いられてい
る実質データについても比較のため取り上げることにする．

4.1 GDPの長期統計の作成

GDP比・実質データによる分析を行うためには，GDPの長期統計を作成する必要があ
る．本稿では，『国民経済計算年報』 (内閣府経済社会総合研究所)から得た名目GDPと実
質GDPのデータを用いて，GDP比データと実質データを作成した．現在の SNA体系は
1993年改訂の 93SNAであり，遡及計算により整備されているデータは 1980年度からで
ある．本稿の分析期間は国レベルでは 1955年度から 2008年度，都道府県レベルでは 1955

年度から 2007年度であるため，不足する 1955年度から 1979年度までのデータは 68SNA

から得なければならない．
そこで，本稿では，SNA体系の違いを考慮するために 63SNAを 93SNAに比例的に変
換する係数を，2つの SNA体系で最初に重複する 1980年度において 93SNA/68SNAを計
算することで求め，この係数を 1955年度から 1979年度までの 68SNA系列に乗じること
で長期統計を作成した．したがって，名目値については 1.01，実質値については 1.08を乗
じている．平井 (2010)では『国民経済計算年報』から歳入と歳出のデータを作成し，そ
れらは調整なしに接続しているとある．ただし，GDPデフレータは 68SNA基準に合わせ
ているとある．本稿は上述の調整係数を乗ずる計算を 1979年度以前の名目GDPと実質
GDPについて行い，両者の比をとることでGDPデフレータを作成している．なお，実
質GDPの基準年は 2000暦年である．

4.2 Grangerの因果性分析

名目データの場合と同様に二変数モデルにおけるGrangerの因果性分析を行う．ここで
は，以下の式によりGDP比データと実質データを求めている．

GDP比データ =
名目値
名目GDP

× 100

実質データ =
名目値

GDPデフレータ
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表 9と表 10に基本統計量をまとめてある．ただし，Gと RはそれぞれGDP比と実質を意
味する．

表 9と表 10を挿入

ここで，各変数のグラフを確認する．図 16から図 20と図 26から図 30が各データの
水準のグラフである．GDP比データにトレンド傾向は見られないが，実質データは名目
データと同様強いトレンド傾向が見られる．
はじめに，各データのDGPを特定するが，ここでも名目値の場合と同様の手順を踏む
こととする．(1)式に対してADF検定を行う．表 11第 3列より，すべての水準データに
対して単位根過程であるという帰無仮説 δ = 0が受容される．

表 11を挿入

次に，F 値タイプの検定を用いて，帰無仮説α = δ = 0を検定する．表 12より実質デー
タについてはCGE1RとLGERが 1%有意水準で，CGE2RとLGRRが 5%有意水準でそ
れぞれ棄却され，これら 4変数のDGPは名目データと同様に (2)式の可能性があると判
断される．

表 12を挿入

しかしながら，CGRRとGDP比データの場合は帰無仮説 α = δ = 0が受容されるた
め，DGPにトレンド項が含まれないと判断される．次のステップとして

△xt = µ+ δxt−1 +
p−1∑
l=1

△xt−l + νt

を考えて，帰無仮説 δ = 0のADF検定を行う．表 11第 2列よりすべてのGDP比データ
において帰無仮説が棄却できないため，次のステップとして µ = δ = 0の同時検定を行う
ことになるが，いずれの変数においてもBICにより選択されたラグ次数が 0であるため，
各データは定数項を持つ I(1)過程に従う可能性があると判断する．ただし，CGRRにつ
いてはこの段階での判断は保留とし，他の統計量による検定結果とグラフとを合わせて決
定することにする．
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名目データのDGPを検討したときと同様に，定数項モデルとトレンドモデルの両方に
対して，ADF検定，PP検定，KPSS検定を行った結果が表 11である．GDP比データに
対しては定数項モデルを考えるとADF検定と PP検定それぞれに対し水準データは単位
根仮説を受容し，1階差分データに対しては有意水準 1%で単位根仮説を棄却する．KPSS

検定を行うと，水準データに対してはCGRGとCGE2Gが定常過程という帰無仮説を受
容するが，残りの変数は棄却する．1階差分データについてはすべての変数において帰無
仮説が受容される．ゆえに，GDP比データは定数項のみの I(1)過程と判断してよさそう
である．
一方，実質データについてはトレンドモデルを考えると，ADF検定と PP検定では水
準データに対しては帰無仮説を受容，1階差分データに対しては 1%有意水準で帰無仮説
を棄却，KPSS検定では水準データは 1%で帰無仮説を棄却，1階差分データは帰無仮説
を受容となる．したがって，実質データは名目データと同様にトレンド項を含む I(1)過
程と判断できる．図 16から図 40を見ても，この判断でよさそうである．ここでCGRRに
ついて検討することにする．上記のDGP探索のプロセスではトレンド項が存在しないと
いう帰無仮説を棄却できなかったが，定数項モデルで単位根検定を行うと，水準，1階差
分，2階差分データに対してADF検定と PP検定では単位根過程であるという帰無仮説
が 1%もしくは 5%有意水準で棄却されるが，KPSS検定では定常過程であるという帰無
仮説が水準データでは 1%で，1階差分データでは 5%で棄却され，判断がつかない．ト
レンドモデルを仮定すると他の実質変数と同様にトレンド項をもつ I(1)過程と判断でき
る．また，図 31からもこの結論でよさそうである．

図 16から図 40を挿入

注意 2：名目データのときと同様，実質データに対しても定数項モデルを仮定して I(2)過
程とすることもできるが，ここでは F 値タイプの検定を行いトレンドモデルを採用して
いる．

次に，Engle-Granger検定により歳入と歳出の間に共和分関係があるのかどうかを調べ
る．GDP比データに対する結果は表 13に，実質データに対しては表 14にまとめてある．
GDP比データに対しては各変数の DGPにトレンド項が存在しないことがすでにわかっ
ているため定数項モデルを当てはめるが，実質データについては名目データ同様に定数項
モデルとトレンドモデルの両者に対して共和分検定を行う．表 13から，GDP比データに
ついては国レベルでは歳出の定義によらず共和分関係は検出されないが，都道府県レベル
では被説明変数を入れ替えても有意水準の変化はあるものの，ともに共和分関係がないと
いう帰無仮説が有意に棄却される．つまり，共和分関係があると判断される．実質データ
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は，国レベルでは共和分関係がないが都道府県レベルでは定数項モデルかつ τ 統計量の組
合せを除いて共和分がないという帰無仮説が有意に棄却されている．被説明変数を入れ替
えても有意水準に変化は見られない．したがって，共和分関係があると判断し分析を進め
ることとする．この点は名目データの場合と異なる．

表 13と表 14を挿入

ここまではGDP比データと実質データに分けて分析を行ってきたが，Grangerの因果性
検定は国レベルと都道府県レベルとに分けて行うことにする．国レベルにおけるGranger

の因果性検定は名目データと同様，1階差分のVARモデルをもとに行われるが，都道府
県レベルの場合は共和分関係があることから誤差修正モデルに基づく必要があるからで
ある．
国レベルにおけるGrangerの因果性検定は (3)式を推定し係数を検定することにより行
われ，その結果は表 15にまとめてある．GDP比データを用いた場合は定数項モデルを採
用することになるが，すべてのケースにおいて有意ではない．また，トレンドモデルに基
づく実質データの場合も，△CGE2R (一般歳出)から△CGRR (歳入−公債金収入)への
Grangerの意味での因果性がラグ次数 3と 4で 10%有意となってはいるが，他は有意では
ない．以上から，データを名目からGDP比や実質に変えても結論は変わらず，Granger

の意味での因果性は検出されない．

表 15を挿入

都道府県レベルの場合を分析するためには，歳入と歳出の間に共和分関係が認められて
いるため (3)式ではなく次式に基づいてGrangerの因果性検定を行う必要がある．

△zt = µ+ γt+ βη̂t−1 +
p−1∑
l=1

Φl△zt−l + εt (4)

xt = α0 + α1yt + ηt (5)

(5)式は，歳出と歳入の間の共和分関係を表し，その残差を η̂t として，これが (4)式に
おいて誤差修正項となる．短期的な因果関係については名目データのときと同様に χ2検
定となるが，長期的な因果関係は βの t統計量を検定することにより分析できる．表 16

にGrangerの因果性検定の結果をまとめてある．GDP比データについては，短期的には
△LGEG (歳出−公債費 (目的別))から△LGRG (歳入−地方債)へのGrangerの意味で
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の因果関係が観察される．誤差修正モデルのラグ構造に依存せずに 1%から 5%で有意で
ある．歳入と歳出の間に共和分関係があることがわかっているので，長期的な因果関係を
検討する．ラグ次数が 3のときは有意水準 10%であるが他の次数においては有意水準 1%

で LGEG (歳出−公債費 (目的別))から LGRG (歳入−地方債)への長期のダイナミクス
を通じたGrangerの意味での因果関係が検出される．
次に，実質データについての結果を見ていくことにする．短期的には有意水準 10%で
ラグ次数 3のとき△LGRR (歳入 −地方債)から△LGER (歳出 −公債費 (目的別))へ，
ラグ次数 4のとき△LGER (歳出−公債費 (目的別))から△LGRR (歳入−地方債)への
Grangerの意味での因果関係が観察されるが，他のラグ構造に対しては有意ではない．つ
まりGrangerの意味での因果性は観察されない．一方，長期的には財政不均衡を通じて
LGRR (歳入−地方債)から LGER (歳出−公債費 (目的別))へのGrangerの意味での因
果性が有意水準 10%もしくは 1%であることがわかる．

表 16を挿入

4.3 解釈

国レベルから議論する．国レベルに関する本稿の分析結果は非常にシンプルである．つ
まり，名目・GDP比・実質のいずれのデータを用いてもGrangerの意味での因果性がない
という帰無仮説を棄却できる証拠は見つからなかった．このことは，1955年度から 2008

年度までの分析期間において，物価水準や実質成長率に関係なく，国レベルにおける歳入
と歳出の決定が制度的に分離していることを示唆しており，institutional separation仮説
を強く支持するものである．このことは，歳入の制約を度外視し国債に依存して歳出が決
定されていることを示唆しており，前年度までの実績に基づいて予算を少しず上積みして
いく増分主義がわが国において成立していることを想起させる．
一方，都道府県レベルでは，GDP比データに関して長期・短期ともに歳出から歳入へ
のGrangerの意味での因果性が検出された．名目データでは短期的に両方向のGrangerの
意味での因果性が検出されたが，GDPの変化，すなわち，景気変動または経済成長を考
慮することによって歳入から歳出へのGrangerの意味での因果性が消滅したことになり，
spend-tax仮説が成立していることが示唆される．
この理由としては，GDPの変化にともなう歳入の変化と歳出の変化にタイムラグがあ
ることが考えられる．景気後退期には，地方税や地方交付税からの収入は比較的早い段階
で変化するものと考えられる．これに対して，しばしば地方を受け皿として実質的には国
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が行う公共投資の実施はタイムラグがあるものと考えられる．このタイムラグがあるた
めに，景気変動の影響を介して間接的に歳入から歳出への因果関係が生じることになる．
歳入と歳出にGDP比をとることにより，歳出から歳入へのGrangerの意味での因果性の
みが検出されたものと考えられる．また，Doi (1998)によれば，このことは都道府県財政
の運営が分権的に行われているという解釈になる．
実質データを用いた分析では，平井 (2002)では共和分関係がないとされたが，本稿で
は共和分関係が確認され，誤差修正項を通じて長期的に歳入から歳出へのGrangerの意
味での因果性が検出された．ただし，平井 (2002)では，歳入と歳出に財政調整基金を考
慮したデータを用いている．また，実質データについての結果は，実質化の方法に依存す
ることにも注意が必要である．

5 まとめと今後の課題
本稿では，国レベルと都道府県レベルにおいて，歳入と歳出の構造に違いがあるかどう
かについて，『財政統計』と『地方財政統計年報』の決算ベースのデータを用いてGranger

の因果性分析を行った．
国レベルでは，データの種類に関係なく，institutional separation仮説を支持する結果
が得られた．このことは，わが国において，国レベルでは歳入と歳出の決定が独立に行わ
れてきたことを示唆するものである．
一方で，都道府県レベルでは，予算編成過程において基準となる名目データについて
は，共和分関係は観察されなかったが，短期的には fiscal synchronization仮説を支持する
結果となった．このことは，歳入と歳出の間の因果性の有無と方向に関するDoi (1998)の
解釈によると，短期的には中央政府の統制と地方政府の要求により運営されてきたが，長
期的にはそれらの間に安定的な関係はないことが示唆される．また，GDP比データでは，
長期・短期ともに，spend-tax仮説を支持する結果を得た．このことは，マクロ経済変動
を考慮することにより，歳入から歳出へのGrangerの意味での因果性が消滅したことにな
るが，この理由としては，GDPの変化にともなう歳入の変化と歳出の変化にタイムラグ
があることが考えられる．実質データでは，実質化の方法により結果が異なる可能性があ
るものの，長期的に歳入から歳出へのGrangerの意味での因果性が検出された．
なお，計量分析の手法として，各変数のDGPを特定化した後に，ラグ構造を 1から 5

としてGrangerの因果性分析を行っているので，上記の結果はある程度頑健であると思わ
れる．
本稿では，財政の時系列データを用いて国と地方で歳出・歳入の決定メカニズムが異な
る可能性を指摘しているが，今後，国と地方で制度上のどのような違いがこのような結論
につながっているのかを詳しく検討する必要があると思われる．また，今回はすべて二変
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量VARモデルに基づいて分析を行っているが，これに対して，マクロ経済の状態を表す
第 3の系列を条件につけて三変量以上のVARモデルを用いても，本研究で得られた結論
が頑健か調べる必要がある．GDPデータを直接扱う場合には，当然構造変化を考慮した
分析も行う必要があろう．さらに，財政の状況によって長期均衡への調整過程も異なるこ
とが考えられる．特に都道府県レベルにおいては，データの種類により異なる結論が得ら
れているため，構造変化や非対称な調整過程を考慮したモデルを用いて分析する必要があ
ると思われる．以上が今後の課題である．
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表
1:
海
外
の
先
行
研
究

著
者

政
府
レ
ベ
ル

期
間
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ー
タ

方
法

歳
入
と
歳
出
以
外
の
変
数
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論
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の
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ー
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l
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o
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ル
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づ
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た
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l
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ra

ti
o
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説
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的
に
は
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が
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る
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造
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の
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p
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n
d
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持
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n
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9
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メ
リ
カ
)

1
9
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9
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0
7
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半
期
．
G
D
P
比
．
季
節
調
整
済
．

T
h
e
U
S

B
u
re

a
u

o
f

E
c
o
n
o
m

ic
A
n
a
ly
si
s.

A
D
F
/
P
P
検
定
を
行
っ
た
上
で
，

誤
差
修
正
モ
デ
ル
，
T
A
R
モ
デ
ル
，

M
T
A
R
モ
デ
ル
を
用
い
て
，
歳
入
の

変
化
が
正
で
あ
る
と
き
に
歳
出
へ
の
イ

ン
パ
ク
ト
が
負
で
あ
る
か
ど
う
か
を
分

析
し
て
い
る
．

な
し

ta
x
-s
p
e
n
d
仮
説

(財
政
錯
覚
)
が

支
持
さ
れ
る
．

Z
a
p
f
a
n
d

P
a
y
n
e
(2

0
0
9
)

州
と
地
方

(ア
メ
リ
カ
)

1
9
5
9
-2

0
0
5

年
次
．
G
D
P
比
．
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h
e
S
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L
o
u
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F
e
d
e
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l
R
e
se
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d
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.

A
D
F
/
P
P
/
K
P
S
S
検
定
，

E
n
g
le

a
n
d

G
ra

n
g
e
r
の
共
和
分

検
定
，
お
よ
び
，
T
A
R
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デ
ル
と

M
T
A
R
モ
デ
ル
に
基
づ
く
共
和
分
検

定
を
行
っ
た
上
で
，
誤
差
修
正
モ
デ
ル

を
用
い
て

G
ra

n
g
e
r
の
因
果
性
検

定
を
行
っ
て
い
る
．

な
し

短
期
的
に
は
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e
n
d
-t
a
x
仮
説
が
，

長
期
的
に
は

ta
x
-s
p
e
n
d
仮
説
が

支
持
さ
れ
る
．
長
期
均
衡
へ
の
調
整
過

程
は
対
称
．

S
a
u
n
o
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a
n
d

P
a
y
n
e
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0
1
0
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国
(イ
ギ
リ
ス
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9
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5
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．
T
h
e
O
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e
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r
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D
F
/
P
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，
Z
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o
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d

A
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w
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9
9
2
)
に
基
づ
く
単
位

根
検
定
，
E
n
g
le

a
n
d

G
ra

n
g
e
r

の
共
和
分
検
定
，
お
よ
び
，
T
A
R
モ

デ
ル
と

M
T
A
R
モ
デ
ル
に
基
づ
く

共
和
分
検
定
を
行
っ
た
上
で
，
非
対
称

な
誤
差
修
正
モ
デ
ル
を
用
い
て

G
ra

n
g
e
r
の
因
果
性
検
定
を
行
っ
て

い
る
．

な
し

短
期
・
長
期
と
も
に

sp
e
n
d
-t
a
x
仮

説
が
支
持
さ
れ
る
．
長
期
均
衡
へ
の
調

整
過
程
は
非
対
称
．
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表
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国
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の
先
行
研
究

1
著
者

政
府
レ
ベ
ル

期
間

(年
度
)

デ
ー
タ

歳
入
変
数

歳
出
変
数

歳
入
と
歳
出
以
外
の
変
数

方
法

結
論

堀
場

(1
9
9
0
)

都
道
府
県
の
総
体
，
市
町
村

の
総
体
．

1
9
5
8
-1

9
8
7

都
道
府
県
は
単
純
決
算
額
，

市
町
村
は
純
計
決
算
額

一
般
財
源
の
合
計
額
，
地
方

税
，
地
方
交
付
税

歳
出
総
額

な
し

G
ra

n
g
e
r
の
因
果
性
検
定
，

B
o
x
-J

e
n
k
in

s
タ
イ
プ
の

同
定
・
推
定
・
診
断
．

都
道
府
県
，
市
町
村
と
も
，

歳
出
か
ら
歳
入
へ
の
因
果
性

を
検
出
．
た
だ
し
，
都
道
府

県
に
お
い
て
は
地
方
交
付
税

と
歳
出
の
間
の
両
方
向
の
因

果
性
，
市
町
村
に
お
い
て
は

地
方
交
付
税
か
ら
歳
出
へ
の

因
果
性
を
検
出
．

D
o
i
(1

9
9
8
)

個
別
の
都
道
府
県
．
た
だ
し
，

沖
縄
県
は
除
外
．

1
9
5
5
-1

9
9
5

総
務
省
『
地
方
財
政
統
計
年

報
』

歳
入
総
額

−
財
政
調
整
基

金
か
ら
の
取
崩
し
額

(R
)
，

歳
入
総
額

−
財
政
調
整
基

金
か
ら
の
取
崩
し
額

−
地

方
債
に
よ
る
収
入

(T
)

歳
出
総
額

−
財
政
調
整
基

金
へ
の
積
立
金

(E
)
，
歳

出
総
額

−
財
政
調
整
基
金

へ
の
積
立
金

−
公
債
費

(G
)

な
し

A
D
F
検
定
を
行
っ
た
上

で
，
V
A
R
モ
デ
ル
を
用
い

て
T
o
d
a
　

a
n
d

Y
a
m

a
m

o
to

(1
9
9
5
)

に
基
づ
く

G
ra

n
g
e
r
の
因

果
性
検
定
を
行
っ
て
い
る
．

両
方
向
の
因
果
性
．

Ih
o
ri

e
t
a
l.

(2
0
0
1
)

国
1
9
5
5
-1

9
9
7

国
の
一
般
会
計

税
収
と
そ
れ
以
外
の
収
入

(T
)，
財
政
赤
字
の
純
増

(△
B
)
．
た
だ
し
，
地
方

交
付
税
交
付
金
の
た
め
の
収

入
は
除
き
，
G
D
P
デ
フ

レ
ー
タ
と

G
D
P
で
除
し

て
い
る
．

純
粋
公
共
財
に
あ
た
る
国
家

機
関
費
・
防
衛
関
係
費
・
対

外
処
理
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・
教
育
文
化
費
の

合
計

(Z
)
，
便
益
が
地
域

に
帰
属
す
る
地
方
財
政
費
・

国
土
保
全
及
び
開
発
費
・
産

業
経
済
費
・
社
会
保
障
関
係

費
等
の
合
計

(Σ
G
)
．
た

だ
し
，
G
D
P
で
除
し
て
い

る
．

な
し

動
学
ゲ
ー
ム
に
よ
り
変
数
間

の
因
果
関
係
を
示
し
，
そ
れ

を
実
証
す
る
た
め
，
A
D
F

検
定
を
行
っ
た
上
で
，

V
A
R
モ
デ
ル
を
用
い
て

T
o
d
a
　

a
n
d

Y
a
m

a
m

o
to

(1
9
9
5
)

に
基
づ
く

G
ra

n
g
e
r
の
因

果
性
検
定
を
行
っ
て
い
る
．

T
か
ら

Σ
G
と

△
B
へ

の
因
果
性
，
Z
か
ら

Σ
G

と
△

B
へ
の
因
果
性
，

△
B
と

Σ
G
の
間
の
両
方

向
の
因
果
性
．

平
井
・
野
村

(2
0
0
1
)

国
1
9
5
5
-1

9
9
9

財
務
省
『
財
政
統
計
』
，
内

閣
府
経
済
社
会
総
合
研
究
所

『
国
民
経
済
計
算
年
報
』

歳
入
総
額

(R
1
)
，
歳
入

総
額

−
公
債
金
収
入

(R
2
)．
た
だ
し
，
G
D
P

デ
フ
レ
ー
タ
で
除
し
て
い
る
．

歳
出
総
額

(G
1
)
，
歳
出

総
額

−
国
債
費

(G
2
)．

た
だ
し
，
G
D
P
デ
フ
レ
ー

タ
で
除
し
て
い
る
．

な
し

A
D
F
/
P
P
検
定
，
お
よ

び
，
E
n
g
le

a
n
d

G
ra

n
g
e
r
の
共
和
分
検
定

を
行
っ
た
上
で
，
誤
差
修
正

モ
デ
ル
を
用
い
て

G
ra

n
g
e
r
の
因
果
性
検
定

を
行
っ
て
い
る
．

G
2
か
ら

R
2
の
短
期
の

因
果
性
．
G
1
か
ら

R
2

の
長
期
の
因
果
性
．
R
1
と

G
1
の
間
の
因
果
性
は
検
出

さ
れ
ず
．

D
o
i
a
n
d

Ih
o
ri

(2
0
0
2
)

国
，
都
道
府
県
，
市
町
村
の

総
体
．

1
9
5
5
-1

9
9
9

国
の
一
般
会
計
と
特
別
会
計

お
よ
び
地
方
の
普
通
会
計

税
収
と
そ
れ
以
外
の
収
入

(T
)，
財
政
赤
字
の
累
積

(B
)
．
G
D
P
デ
フ
レ
ー

タ
と

G
D
P
で
除
し
て
い

る
．

純
粋
公
共
財
に
あ
た
る
国
家

機
関
費
・
防
衛
関
係
費
・
対

外
処
理
費
・
教
育
文
化
費
・

警
察
消
防
費
の
合
計

(G
)
，

便
益
が
地
方
に
帰
属
す
る
地

方
財
政
費
・
国
土
保
全
及
び

開
発
費
・
産
業
経
済
費
・
社

会
保
障
関
係
費
等
の
合
計

(Σ
L
)
．
た
だ
し
，
G
D
P

で
除
し
て
い
る
．

な
し

動
学
ゲ
ー
ム
に
よ
り
変
数
間

の
因
果
関
係
を
示
し
，
そ
れ

を
実
証
す
る
た
め
，
V
A
R

モ
デ
ル
を
用
い
て

T
o
d
a

　
a
n
d

Y
a
m

a
m
o
to

(1
9
9
5
)
に
基
づ
く

G
ra

n
g
e
r
の
因
果
性
検
定

を
行
っ
て
い
る
．

1
9
5
5
-1

9
9
9
年
度
は
，
T

か
ら

G
と

Σ
L
へ
の
因
果

性
，
Σ
L
か
ら

B
へ
の
因

果
性
，
B
か
ら

T
へ
の
因

果
性
．
1
9
5
5
-1

9
9
0
年
度

は
，
T
か
ら

G
と

B
へ

の
因
果
性
，
G
か
ら

B
へ

の
因
果
性
．

平
井

(2
0
0
2
)

都
道
府
県
の
総
体
，
た
だ
し
，

沖
縄
県
は
除
外
．

1
9
5
7
-1

9
9
9

総
務
省
『
地
方
財
政
統
計
年

報
』
，
内
閣
府
経
済
社
会
総

合
研
究
所
『
国
民
経
済
計
算

年
報
』

歳
入
総
額

−
財
政
調
整
基

金
の
取
崩
し
額

(R
1
)
，

歳
入
総
額

−
財
政
調
整
基

金
の
取
崩
し
額
－
地
方
債

(R
2
)
，
地
方
税

(T
1
)，

地
方
譲
与
税

+
地
方
交
付

税
+
国
庫
支
出
金

+
地

方
債

(T
2
)
．
G
D
P
デ

フ
レ
ー
タ
で
除
し
て
い
る
．

歳
出
総
額

−
財
政
調
整
基

金
へ
の
積
立
金

(G
1
)
，

歳
出
総
額

−
財
政
調
整
基

金
へ
の
積
立
金

−
公
債
費

(G
2
)
，
人
件
費

+
物
件

費
+
維
持
補
修
費

+
扶

助
費

+
補
助
費
等

(E
1
)

，
普
通
建
設
事
業
費

+
災

害
復
旧
事
業
費

+
失
業
対

策
事
業
費

(E
2
)
．
G
D
P

デ
フ
レ
ー
タ
で
除
し
て
い
る
．

な
し

A
D
F
/
P
P
検
定
，
お
よ

び
，
E
n
g
le

a
n
d

G
ra

n
g
e
r
の
共
和
分
検
定

を
行
っ
た
上
で
，
誤
差
修
正

モ
デ
ル
を
用
い
て

G
ra

n
g
e
r
の
因
果
性
検
定

を
行
っ
て
い
る
．

短
期
的
に
は

R
1
か
ら

G
1
へ
の
因
果
性
，
長
期
的

に
は

G
1
か
ら

R
1
へ
の

因
果
性
．
R
2
と

G
2
の

間
の
因
果
性
は
検
出
さ
れ
ず
．
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表
3:
国
内
の
先
行
研
究

2
著
者

政
府
レ
ベ
ル

期
間

デ
ー
タ

歳
入
変
数

歳
出
変
数

歳
入
と
歳
出
以
外
の
変
数

方
法

結
論

下
野
他

(2
0
0
5
)

都
道
府
県
を

9
つ
に
分
け

た
地
方
ブ
ロ
ッ
ク

1
9
5
6
-1

9
9
5

総
務
省
『
地
方
財
政
統
計
年

報
』

歳
入
決
算
額

−
積
立
金
か

ら
の
取
崩
し
額

−
地
方
債

に
よ
る
収
入

歳
出
決
算
額

−
積
立
金

−
公
債
費

な
し

単
位
根
検
定
を
行
っ
た
上
で
，

G
ra

n
g
e
r
の
因
果
性
検
定

を
行
っ
て
い
る
．

北
海
道
，
北
陸
，
東
海
，
四

国
は
両
方
向
の
因
果
性
．
関

東
，
近
畿
，
中
国
，
九
州
は

歳
入
か
ら
歳
出
へ
の
因
果
性
．

東
北
は
歳
出
か
ら
歳
入
へ
の

因
果
性
．

高
橋

(2
0
0
8
)

個
別
の
都
道
府
県
．
た
だ
し
，

沖
縄
県
は
除
外
．

1
9
8
9
-2

0
0
3

4
7
都
道
府
県
財
政
デ
ー
タ

地
方
税
，
地
方
交
付
税

歳
出
総
額

な
し

A
re

ll
a
n
o

a
n
d

B
o
n
d

(1
9
9
1
)
お
よ
び

D
a
h
lb

e
rg

a
n
d

J
o
h
a
n
ss
o
n

(2
0
0
0
)
に

基
づ
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
パ
ネ

ル
分
析

地
方
税
と
地
方
交
付
税
か
ら

歳
出
総
額
へ
の
因
果
性
．

小
野

(2
0
0
8
)

都
道
府
県
の
総
体
，
個
別
の

都
道
府
県
．

1
9
5
5
-2

0
0
3

総
務
省
『
地
方
財
政
統
計
年

報
』

地
方
交
付
税

歳
出
総
額

−
財
政
調
整
基

金
へ
の
積
立
金

な
し

A
D
F
検
定
，
お
よ
び
，

J
o
h
a
n
se

n
の
共
和
分
検

定
を
行
っ
た
上
で
，

G
ra

n
g
e
r
因
果
性
検
定
を

行
っ
て
い
る
．

都
道
府
県
の
総
体
で
は
，
歳

出
か
ら
地
方
交
付
税
へ
の
因

果
性
．
個
別
に
見
る
と
，
都

道
府
県
に
よ
っ
て
結
果
が
異

な
る
．

D
o
i
a
n
d

Ih
o
ri

(2
0
0
9
)

国
，
都
道
府
県
，
市
町
村
の

総
体
．

1
9
7
1
-2

0
0
2

国
の
決
算
統
計
，
内
閣
府
経

済
社
会
総
合
研
究
所
『
国
民

経
済
計
算
年
報
』

地
方
交
付
税
特
別
会
計
か
ら

の
借
入
金

(L
)
，

(地
方

交
付
税

(Z
)
)
．
G
D
P

デ
フ
レ
ー
タ
で
除
し
て
い
る
．

地
方
政
府
に
よ
る
公
共
投
資

(k
)
，

(地
方
交
付
税

(Z
))
，
G
D
P
デ
フ
レ
ー

タ
で
除
し
て
い
る
．

G
D
P

(Y
)

A
D
F
検
定
を
行
っ
た
上

で
，
V
A
R
モ
デ
ル
に
基
づ

く
G
ra

n
g
e
r
の
因
果
性
検

定
を
行
っ
て
い
る
．

△
k
か
ら

△
Y
と

△
L

へ
の
因
果
性
，
△

L
と

△
Z
の
間
の
両
方
向
の
因

果
性
，
△

Y
か
ら

△
L
へ

の
因
果
性
．

近
藤

(2
0
1
0
)

個
別
の
都
道
府
県
．
た
だ
し
，

不
交
付
団
体
と
な
っ
た
都
道

府
県
は
除
外
．

1
9
7
5
-2

0
0
7

総
務
省
『
地
方
財
政
統
計
年

報
』

歳
入
総
額
，
地
方
税
，
地
方

交
付
税
，
国
庫
支
出
金
，
地

方
債

歳
出
総
額

な
し

都
道
府
県
パ
ネ
ル
分
析
．

C
h
o
i
(2

0
0
1
)
に
基
づ
く

パ
ネ
ル
単
位
根
検
定
を
行
っ

た
上
で
，
対
数
階
差
を
と
っ

た
系
列
に
つ
い
て

V
A
R

モ
デ
ル
に
基
づ
く

G
ra

n
g
e
r
の
因
果
性
検
定

を
行
っ
て
い
る
．

フ
ル
サ
ン
プ
ル
で
は
，
歳
入

総
額
と
歳
出
総
額
の
間
の
両

方
向
の
因
果
性
，
国
庫
支
出

金
か
ら
歳
出
総
額
へ
の
因
果

性
，
歳
出
総
額
か
ら
地
方
税
，

地
方
交
付
税
，
地
方
債
へ
の

因
果
性
．
1
9
7
5
年
度
か
ら

1
9
9
0
年
度
ま
で
は
，
歳
入

総
額
と
歳
出
総
額
の
間
の
両

方
向
の
因
果
性
，
地
方
税
，

国
庫
支
出
金
，
地
方
税
か
ら

歳
出
総
額
へ
の
因
果
性
，
歳

出
総
額
か
ら
地
方
交
付
税
へ

の
因
果
性
．
1
9
9
1
年
度
か

ら
2
0
0
7
年
度
ま
で
は
，
歳

入
総
額
と
歳
出
総
額
の
間
の

両
方
向
の
因
果
性
，
国
庫
支

出
金
か
ら
歳
出
総
額
へ
の
因

果
性
，
歳
出
総
額
か
ら
地
方

交
付
税
，
国
庫
支
出
金
，
地

方
債
へ
の
因
果
性
．

平
井

(2
0
1
0
)

S
N
A
に
お
け
る
一
般
政
府

1
9
5
5
-2

0
0
7

内
閣
府
経
済
社
会
総
合
研
究

所
『
国
民
経
済
計
算
年
報
』

一
般
政
府
の
経
常
受
取
額
．

G
D
P
デ
フ
レ
ー
タ
で
除
し

て
い
る
．

一
般
政
府
の
経
常
支
払
額

+
純
資
本
支
出
の
合
計
額
．

G
D
P
デ
フ
レ
ー
タ
で
除
し

て
い
る
．

な
し

A
D
F
/
P
P
検
定
，

E
n
g
le

a
n
d

G
ra

n
g
e
r

の
共
和
分
検
定
，
お
よ
び
，

T
A
R
モ
デ
ル
と

M
T
A
R

モ
デ
ル
に
よ
る
共
和
分
検
定

を
行
っ
た
上
で
，
対
称
な
誤

差
修
正
モ
デ
ル
お
よ
び
非
対

称
な
誤
差
修
正
モ
デ
ル
を
用

い
て

G
ra

n
g
e
r
の
因
果
性

検
定
を
行
っ
て
い
る
．

短
期
的
に
は
両
方
向
の
因
果

性
，
長
期
的
に
は
長
期
均
衡

へ
の
調
整
過
程
は
非
対
称
．

財
政
が
悪
化
し
て
い
る
と
き

の
み
，
歳
入
と
歳
出
が
と
も

に
長
期
均
衡
に
向
け
て
反
応

す
る
．
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表 4: 基本統計量 (名目データ)

変数 CGR CGE1 CGE2 LGR LGE

平均 9.80 9.84 9.60 9.44 9.44

中央値 10.4 10.6 10.4 10.1 10.1

最大値 11.1 11.1 10.9 10.8 10.8

最小値 7.03 6.88 6.70 6.45 6.48

標準偏差 1.34 1.42 1.40 1.41 1.42

歪度 −0.768 −0.839 −0.844 −0.802 −0.814

尖度 2.10 2.21 2.20 2.20 2.22

JB統計量 7.12b 7.74b 7.83b 7.08b 7.20b

p値 0.0284 0.0208 0.0199 0.0291 0.0273

観測値 54 54 54 53 53

1. JBは Jarque and Bera検定である．
2. bは 5%有意を示す．
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表 5: 単位根検定 (名目データ)

変数 ADF(C) ADF(C + T ) PP(C) PP(C + T ) KPSS(C) KPSS(C + T )

CGR −4.52a 0.368 −3.83a 0.289 0.792a 0.255a

△CGR −3.83a −5.41a −3.76a −5.21a 0.856a 1.08

△2CGR −6.94a −6.89a −17.8a −18.4a 0.239 0.182c

CGE1 −3.09b −0.627 −3.90a 0.221 0.790a 0.257a

△CGE1 −1.55 −4.63a −2.18 −4.56a 0.761a 0.114

△2CGE1 −10.5a −10.4a −12.9a −12.8a 0.171 0.17b

CGE2 −3.43b −0.686 −3.55b 0.0474 0.786a 0.254a

△CGE2 −2.77c −4.67a −2.59 −4.64a 0.707b 0.105

△2CGE2 −7.65a −7.59a −11.8a −11.7a 0.109 0.0970

LGR −3.69a 1.06 −4.97a 0.727 0.790a 0.255a

△LGR −2.21 −5.09a −2.00 −4.98a 0.841a 0.118

△2LGR −10.0a −9.88a −22.5a −22.2a 0.273 0.192b

LGE −3.14b −0.236 −3.97a 0.762 0.783a 0.252a

△LGE −1.22 −4.71a −1.86 −4.65a 0.771a 0.109

△2LGE −6.67a −6.67a −10.5a −10.6a 0.115 0.0708

1. △，△2はそれぞれ 1階差分，2階差分を示す．
2. CとC + T は，モデルが定数項のみを含むのかトレンド項も含むのかを示す．
3. ADF検定のラグ次数はBICにより決定している．
4. PP検定とKPSS検定のバンド幅は the Bartlett kernelを用いて the Newey-West

推定量に基づいている．
5. ADF検定と PP検定の臨界値はMacKinnon (1996)による．
6. KPSS検定の臨界値はKwiatkowski et al. (1992)による．
7. a, b, cはそれぞれ 1%, 5%, 10%有意を示す．

表 6: F 値タイプの検定 (名目データ)

変数 CGR CGE1 CGE2 LGR LGE

検定統計量 13.9a 7.45b 6.66c 52.3a 9.03b

1. Dickey and Fuller (1981, p.1063, TABLE VI)より，サンプル数 50に対する 1%臨
界値は 9.31，5%臨界値は 6.73，10%臨界値は 5.61である．

2. a, b, cはそれぞれ 1%, 5%, 10%有意を示す．
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表 7: Engle-Granger検定 (名目データ)

定数項モデル 国レベル 1 国レベル 2 都道府県レベル
従属変数 CGR CGE1 CGR CGE2 LGR LGE

τ 統計量 −1.99 −1.99 −2.68 −2.69 −2.63 −2.61

p値 0.539 0.540 0.223 0.218 0.242 0.250

z統計量 −7.53 −7.51 −15.0 −15.0 −11.8 −11.7

p値 0.505 0.507 0.114 0.113 0.228 0.232

ラグ次数 0 0 1 1 0 0

トレンドモデル 国レベル 1 国レベル 2 都道府県レベル
従属変数 CGR CGE1 CGR CGE2 LGR LGE

τ 統計量 −1.98 −1.98 −2.03 −2.69 −3.64c −3.62

p値 0.791 0.806 0.769 0.440 0.0986 0.104

z統計量 −7.50 −7.34 −7.96 −14.8 −26.0b −26.0b

p値 0.795 0.806 0.765 0.308 0.0274 0.0273

ラグ次数 0 0 0 1 1 1

1. 臨界値はMacKinnon (1996)による．
2. b, cはそれぞれ 5%, 10%有意を示す．
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,
5%

,
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%
有
意
を
示
す
．
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表 9: 基本統計量 (GDP比データ)

変数 CGRG CGE1G CGE2G LGRG LGEG

平均 11.8 12.4 9.76 8.41 8.43

中央値 11.7 12.5 9.52 8.56 8.57

最大値 14.6 15.3 12.5 9.61 9.84

最小値 9.68 9.92 7.92 7.14 6.74

標準偏差 1.24 1.49 1.24 0.706 0.899

歪度 0.308 0.111 0.626 −0.309 −0.320

尖度 2.45 2.05 2.53 1.88 1.90

JB統計量 1.55 2.14 4.03 3.62 3.60

p値 0.461 0.343 0.134 0.163 0.165

観測値 54 54 54 53 53

表 10: 基本統計量 (実質データ)

変数 CGRR CGE1R CGE2R LGRR LGER

平均 10.3 10.4 10.1 9.99 9.99

中央値 10.6 10.8 10.5 10.3 10.3

最大値 11.1 11.2 11.0 10.8 10.8

最小値 8.81 8.67 8.49 8.23 8.27

標準偏差 0.732 0.808 0.785 0.791 0.808

歪度 −0.761 −0.887 −0.892 −0.857 −0.880

尖度 2.19 2.40 2.39 2.43 2.45

JB統計量 6.69b 7.90b 8.00b 7.20b 7.52b

p値 0.0352 0.0193 0.0183 0.0273 0.0233

観測値 54 54 54 53 53

1. JBは Jarque and Bera検定である．
2. bは 5%有意を示す．
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表 11: 単位根検定 (GDP比・実質データ)

変数 ADF(C) ADF(C + T ) PP(C) PP(C + T ) KPSS(C) KPSS(C + T )

CGRG −2.18 −2.17 −2.36 −2.35 0.129 0.123c

△CGRG −6.07a −6.01a −6.05a −5.96a 0.0986 0.0983

△2CGRG −7.66a −7.57a −28.6a −28.5a 0.330 0.331a

CGE1G −1.36 −1.62 −1.49 −1.90 0.478b 0.137c

△CGE1G −5.80a −5.75a −5.80a −5.75a 0.0817 0.0783

△2CGE1G −10.1a −9.94a −17.6a −17.2a 0.199 0.185b

CGE2G −1.59 −1.73 −1.83 −2.01 0.262 0.114

△CGE2G −5.66a −5.61a −5.66a −5.61a 0.0744 0.0755

△2CGE2G −8.94a −8.81a −18.5a −17.5a 0.193 0.185b

LGRG −1.81 −1.26 −1.84 −1.26 0.734b 0.177b

△LGRG −6.32a −6.51a −6.30a −6.51a 0.201 0.0672

△2LGRG −10.9a −10.8a −42.2a −41.9a 0.0709∗ 0.0494∗

LGEG −1.40 −0.820 −1.56 −1.19 0.610b 0.166b

△LGEG −6.65a −6.89a −6.68a −6.90a 0.188 0.0871

△2LGEG −10.6a −10.5a −14.2a −14.1a 0.0814 0.0522

CGRR −3.03b −0.747 −3.01b −0.721 0.803a 0.247a

△CGRR −4.62a −5.25a −4.50a −5.12a 0.658b 0.0730

△2CGRR −7.04a −6.97a −20.1a −20.1a 0.324 0.284a

CGE1R −5.11a −0.581 −4.30a −0.655 0.797a 0.253a

△CGE1R −3.77a −5.50a −3.72a −5.45a 0.687b 0.104

△2CGE1R −9.95a −9.84a −16.0a −15.7a 0.196 0.190b

CGE2R −4.03a −0.671 −3.54b −0.730 0.789a 0.247a

△CGE2R −4.49a −5.82a −4.51a −5.82a 0.596b 0.103

△2CGE2R −4.02a −5.88a −26.2a −25.8a 0.171 0.166b

LGRR −4.22a −1.47 −7.08a −0.725 0.911a 0.252a

△LGRR −2.90c −5.40a −2.80c −4.92a 0.809a 0.0584

△2LGRR −9.26a −9.15a −27.9a −28.7a 0.0952∗ 0.0744∗

LGER −5.68a 0.0434 −4.19a −0.193 0.896a 0.246a

△LGER −1.60 −5.56a −3.36b −5.54a 0.697b 0.0618

△2LGER −7.60a −7.50a −10.2a −10.1a 0.103 0.0803

1. △，△2はそれぞれ 1階差分，2階差分を示す．
2. CとC + T は，モデルが定数項のみを含むのかトレンド項も含むのかを示す．
3. ADF検定のラグ次数はBICにより決定している．
4. PP検定とKPSS検定のバンド幅は the Bartlett kernelを用いて the Newey-West

推定量に基づいている．
5. ADF検定と PP検定の臨界値はMacKinnon (1996)による．
6. KPSS検定の臨界値はKwiatkowski et al. (1992)による．
7. a, b, cはそれぞれ 1%, 5%, 10%有意を示す．
8. ∗：KPSS検定を行う際に the Newey-West推定量では選択されたバンド幅が長すぎ
統計量がすべて 0.500となったので，the Andrews推定量に基づいている．
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表 12: F 値タイプの検定 (GDP比・実質データ)

変数 CGRG CGE1G CGE2G LGRG LGEG

検定統計量 2.43 1.35 1.53 1.67 1.01

変数 CGRR CGE1R CGE2R LGRR LGER

検定統計量 4.69 14.5a 8.66b 9.25b 20.8a

1. Dickey and Fuller (1981, p.1063, TABLE VI)より，サンプル数 50に対する 1%臨
界値は 9.31，5%臨界値は 6.73，10%臨界値は 5.61である．

2. a, bはそれぞれ 1%, 5%有意を示す．

表 13: Engle-Granger検定 (GDP比データ)

定数項モデル 国レベル 1 国レベル 2 都道府県レベル
従属変数 CGRG CGE1G CGRG CGE2G LGRG LGEG

τ 統計量 −2.21 −1.39 −2.19 −1.60 −3.48b −3.29c

p値 0.428 0.805 0.434 0.723 0.0477 0.0727

z統計量 −8.66 −3.61 −8.64 −5.02 −24.9a −23.3b

p値 0.418 0.834 0.420 0.719 0.0083 0.0132

ラグ次数 0 0 0 0 1 1

1. 臨界値はMacKinnon (1996)による．
2. a, b, cはそれぞれ 1%, 5%, 10%有意を示す．
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表 14: Engle-Granger検定 (実質データ)

定数項モデル 国レベル 1 国レベル 2 都道府県レベル
従属変数 CGRR CGE1R CGRR CGE2R LGRR LGER

τ 統計量 −2.02 −2.01 −2.71 −2.71 −3.02 −3.01

p値 0.523 0.529 0.212 0.211 0.124 0.126

z統計量 −7.73 −7.63 −15.4 −15.2 −20.7b −20.6b

p値 0.489 0.497 0.105 0.109 0.0271 0.0280

ラグ次数 0 0 1 1 1 1

トレンドモデル 国レベル 1 国レベル 2 都道府県レベル
従属変数 CGRR CGE1R CGRR CGE2R LGRR LGER

τ 統計量 −2.00 −1.93 −2.65 −2.62 −3.86c −3.76c

p値 0.782 0.809 0.464 0.476 0.0642 0.0779

z統計量 −7.69 −6.91 −15.1 −13.8 −28.2b −27.8b

p値 0.783 0.832 0.296 0.364 0.0153 0.0168

ラグ次数 0 0 1 1 1 1

1. 臨界値はMacKinnon (1996)による．
2. b, cはそれぞれ 5%, 10%有意を示す．
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図 1: CGR
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図 3: CGE2
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図 4: LGR
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図 5: LGE
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図 6: △CGR
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図 7: △CGE1
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図 8: △CGE2

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

図 9: △LGR
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図 10: △LGE
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1. CGR: 国歳入−公債金収入
2. CGE1: 国歳出−国債費
3. CGE2: 一般歳出 (国歳出−国債費−地方交付税交付金)

4. LGR: 地方歳入−地方債
5. LGE: 地方歳出−公債費 (目的別)
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図 11: △2CGR
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図 12: △2CGE1
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図 13: △2CGE2
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図 14: △2LGR
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図 15: △2LGE
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1. CGR: 国歳入−公債金収入
2. CGE1: 国歳出−国債費
3. CGE2: 一般歳出 (国歳出−国債費−地方交付税交付金)

4. LGR: 地方歳入−地方債
5. LGE: 地方歳出−公債費 (目的別)
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図 16: CGRG
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図 17: CGE1G
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図 18: CGE2G
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図 19: LGRG
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図 20: LGEG
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図 21: △CGRG
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図 22: △CGE1G
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図 23: △CGE2G
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図 24: △LGRG
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図 25: △LGEG
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1. CGRG: (国歳入−公債金収入)/名目GDP×100

2. CGE1G: (国歳出−国債費)/名目GDP×100

3. CGE2G: (一般歳出 (国歳出−国債費−地方交付税交付金))/名目GDP×100

4. LGRG: (地方歳入−地方債)/名目GDP×100

5. LGEG: (地方歳出−公債費 (目的別))/名目GDP×100
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図 26: CGRR
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図 27: CGE1R
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図 28: CGE2R
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図 29: LGRR
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図 30: LGER
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図 31: △CGRR
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図 32: △CGE1R
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図 33: △CGE2R
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図 34: △LGRR
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図 35: △LGER
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1. CGRR: 実質国歳入−実質公債金収入
2. CGE1R: 実質国歳出−実質国債費
3. CGE2R: 実質一般歳出 (実質国歳出−実質国債費−実質地方交付税交付金)

4. LGRR: 実質地方歳入−実質地方債
5. LGER: 実質地方歳出−実質公債費 (目的別)
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図 36: △2CGRR
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図 37: △2CGE1R
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図 38: △2CGE2R
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図 39: △2LGRR
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図 40: △2LGER

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

1. CGRR: 実質国歳入−実質公債金収入
2. CGE1R: 実質国歳出−実質国債費
3. CGE2R: 実質一般歳出 (実質国歳出−実質国債費−実質地方交付税交付金)

4. LGRR: 実質地方歳入−実質地方債
5. LGER: 実質地方歳出−実質公債費 (目的別)
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